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令和元年改正会社法（株主総会資料の電子提供制度に係る部分）の施行に伴う 

「有価証券上場規程に関する取扱い要領」等の一部改正について 

 

 

本所は、「有価証券上場規程に関する取扱い要領」等の一部改正を行い、本年９月１日か

ら施行します（詳細については、規則改正新旧対照表をご覧ください。）。 

今回の改正は、「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第７０号）及び「会社法の

一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」（令和元年法律第７１号）

の株主総会資料の電子提供制度に係る部分が本年９月１日に施行されることに伴い、所要

の改正を行うものです。 

 

以 上 



「有価証券上場規程に関する取扱い要領」等の一部改正新旧対照表 
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有価証券上場規程に関する取扱い要領の一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

２． 第３条（新規上場申請手続）第２項関係 ２． 第３条（新規上場申請手続）第２項関係 

 （１）～（３） （略）  （１）～（３） （略） 

 （４） 第９号に規定する「本所が必要と認め

る書類」とは、次に掲げるものをいうものと

する。ただし、アンビシャスへの新規上場申

請者は、ｄ及びｅからｇまでに規定する書類

については、添付を要しない。 

 （４） 第９号に規定する「本所が必要と認め

る書類」とは、次に掲げるものをいうものと

する。ただし、アンビシャスへの新規上場申

請者は、ｄ及びｅからｇまでに規定する書類

については、添付を要しない。 

  ａ・ｂ （略）   ａ・ｂ （略） 

  ｃ 最近１年間に終了する事業年度の株主

総会招集通知及び株主総会資料の写し 

  ｃ 最近１年間に終了する事業年度の株主

総会招集通知及びその添付書類の写し 

  ｃの２～ｎ （略）   ｃの２～ｎ （略） 

  ｎの２ 相互会社（保険業法に規定する相互

会社をいう。以下同じ。）が組織変更後の

株式会社の株券の上場を申請する場合は、

次の書類 

  ｎの２ 相互会社（保険業法に規定する相互

会社をいう。以下同じ。）が組織変更後の株

式会社の株券の上場を申請する場合は、次

の書類 

   （ａ） 最近１年間に終了する事業年度の

社員総会又は総代会（保険業法に規定す

る社員総会又は総代会をいう。以下同

じ。）の招集通知及び社員総会資料又は

総代会資料の写し 

   （ａ） 最近１年間に終了する事業年度の

社員総会又は総代会（保険業法に規定す

る社員総会又は総代会をいう。以下同

じ。）の招集通知及びその添付書類の写

し 

   （ｂ）・（ｃ） （略）    （ｂ）・（ｃ） （略） 

  ｎの３～ｐ （略）   ｎの３～ｐ （略） 

 （５） （略）  （５） （略） 

  

付    則  

 この改正規定は、令和４年９月１日から施行す

る。 
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上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則の取扱いの一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

９. 第１１条（株主に発送する書類等の提出）関

係 

９. 第１１条（株主に発送する書類の提出）関係 

上場会社は、株主に対して株主総会招集通知

書及び株主総会資料を発送又は電磁的な方法

で提供する場合には、発送する書類又は電磁的

な方法で提供する資料をその発送日又は提供

日までに本所に提出するものとする。この場合

において、上場会社は、当該書類及び資料の内

容を記録した電磁的記録の提出により行うも

のとし、当該書類及び資料を本所が公衆の縦覧

に供することに同意するものとする。 

上場会社は、株主に対して株主総会招集通知

書及びその添付書類を発送する場合（会社法施

行規則第９４条第１項、同規則第１３３条第３

項、会社計算規則（平成１８年法務省令第１３

号）第１３３条第４項又は同規則第１３４条第

４項の規定によって株主に対して提供したも

のとみなされる場合を含む。以下この９．にお

いて同じ。）には、発送する書類をその発送日ま

でに本所に提出するものとする。この場合にお

いて、上場会社は、当該書類の内容を記録した

電磁的記録の提出により行うものとし、当該書

類を本所が公衆の縦覧に供することに同意す

るものとする。 

  

付    則  

１ この改正規定は、令和４年９月１日から施行

する。 

 

２ 会社法の一部を改正する法律の施行に伴う

関係法律の整備等に関する法律（令和元年法律

第７１号）第１０条第３項の規定により株主総

会の招集手続に関する経過措置が適用される

場合における株主に発送する書類等の提出の

取扱いについては、改正後の９. の規定にか

かわらず、なお従前の例による。 
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企業行動規範に関する規則の取扱いの一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

５. 第１５条（議決権行使を容易にするための

環境整備）関係 

５. 第１５条（議決権行使を容易にするための

環境整備）関係 

第１５条に規定する本所が定める事項とは、

次の（１）から（６）までに掲げる事項をいう。 

第１５条に規定する本所が定める事項とは、

次の（１）から（６）までに掲げる事項をいう。 

（１）・（２） （略）  （１）・（２） （略） 

 （３） 次のａからｆまでに掲げる事項に係る

情報を、株主総会の日の３週間前の日よりも

前に電磁的方法により投資者が提供を受け

ることができる状態に置く又は有価証券報

告書に記載し電子開示手続により当該有価

証券報告書を提出すること。 

 （３） 次のａからｅまでに掲げる書類を、株

主総会の日の３週間前の日よりも前に電磁

的方法により投資者が提供を受けることが

できる状態に置くこと。 

  ａ 会社法第２９８条第１項各号に掲げる

事項 

  ａ 株主総会の招集の通知 

  ｂ 会社法第３０１条第１項に規定する株

主総会参考書類又は施行令第３６条の２

第１項に規定する参考書類に記載すべき

事項 

  ｂ 会社法第３０１条第１項に規定する株

主総会参考書類又は施行令第３６条の２

第１項に規定する参考書類（以下「株主総

会参考書類等」という。） 

  ｃ 会社法第３０５条第１項の規定による

請求があった場合は、同項の議案の要領 

  （新設） 

  ｄ 定時株主総会の場合は、会社法第４３７

条に規定する計算書類及び事業報告に記

載され、又は記録された事項 

  ｃ 定時株主総会の場合は、会社法第４３７

条に規定する計算書類及び事業報告 

  ｅ 定時株主総会の場合は、会社法第４４４

条第６項に規定する連結計算書類に記載

され、又は記録された事項 

  ｄ 定時株主総会の場合は、会社法第４４４

条第６項に規定する連結計算書類 

  ｆ ａから前ｅまでに掲げる事項を修正し

た場合は、その旨及び修正前の事項 

  ｅ ａから前ｄまでに掲げる書類を修正し

た場合は、その旨を記載した書類及び修正

前の書類 

 （４） 前号ａからｃまでに掲げる事項を要約

したものの英訳を作成し、投資者が提供を受

けることができる状態に置くこと。 

 （４） 株主総会の招集の通知及び株主総会参

考書類等を要約したものの英訳を作成し、投

資者が提供を受けることができる状態に置

くこと。 

 （５）・（６） （略）  （５）・（６） （略） 

  

付    則  
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１ この改正規定は、令和４年９月１日から施行

する。 

 

２ 会社法の一部を改正する法律の施行に伴う

関係法律の整備等に関する法律（令和元年法律

第７１号）第１０条第３項の規定により株主総

会の招集手続に関する経過措置が適用される

場合における議決権行使を容易にするための

環境整備の取扱いについては、改正後の５. 

の規定にかかわらず、なお従前の例による。 
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